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ルネサスエレクトロニクス社は、昨年６月に実施した

早期退職等による労務構成の変化に合わせて、３月の一

時金の調整幅を変更すると言います。まず、最高評価

（Ｔｏｐ）の上限が２００％に引き上げられます。これ

により更に評価間の格差が拡大します。（右表）

それ以上に気になるのが、中位（Ｍｉｄｄｌｅ）の扱

いです。調整幅の下限が１００％から８０％に下がって

いることから、標準の評価であってもさえも、一時金が

最大２割減額されるおそれがあります。

早期退職では、低位（Ｌｏｗ）と最低（Ｂｏｔｔｏｍ）

の社員がターゲットになりましたので、いま残っている

社員は、中位以上の割合が高くなっているはずです。昨年までであれば１００％以上支給された社員が、

今年は従来のＬｏｗ並みに落とされないとも限りません。

ＳＴＩとは「Ｓｈｏｒｔ Ｔｅｒｍ Ｉｎｃｅｎｔｉｖｅ」の略です。会社は一時金をＳＴＩという

略語で呼ぼうとしているようです。言葉から漂って来るうさん臭さは一応置くとして、従来は部門間の

格差を０．９～１．１倍としていたところ、今後は「従前以上に変動する可能性」があると言います。

以上から、個人業績と部門業績による格差拡大によって、ルネサスの一時金格差は、ますます拡大す

る見込みだと言えます。

ルネサス労組は今年も、電機連合の春闘議案に賛成し、拡大中央闘争委員を務める組合として、役割

を果たしていく方針としています。その電機連合は、労働組合として格差是正への取り組みを明らかに

しており、一時金よりは月給を重視するほか、一時金についても賃金収入の一部として業績によらない

安定的な部分を確保すること、および、きちんと働いている労働者であれば、平均の８０％以上になる

ことを求めています。ルネサスの制度は、低位（Ｌｏｗ）以下の評価だと、必ず８０％を下回るもので、

電機連合の方針とは相いれないものです。

早期退職で人員が減り、退職者の仕事を引き継いだ人たちから、過重労働で苦しむ声が発せられてい

ます。平均的に仕事が増えている以上、昨年よりも収入が増えるのが、働く者の当然の感覚でしょう。

いま必要なのは、拡大し過ぎてしまった一時金の格差を縮小して、退職者の分まで頑張っている社員の

生活を、きちんと保障することではないでしょうか。

早期退職のつじつま合わせで一時金減少？

Ｎｅｗ－ＳＴＩで格差拡大

電機連合の春闘方針に添って
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今から１０年前、ルネサスエレクトロニクス社が発足する直前の２００９年末から２０１０年３月に

かけて、錦工場で物流関係に従事していた請負社員が、業務縮小を理由に解雇されました。

解雇された労働者たち

は当時、地元の人吉市に

ある人吉急便という小企

業の社員でした。ＮＥＣ

ＳＫＹ（セミコンダクター

ズ九州山口；現ルネサス）

の錦工場では、工場内の

資材運搬などの業務を、

ＮＥ Ｃロ ジス ティ クス

（現日通ＮＥＣロジスティ

クス）に委託していまし

た。そしてＮＥＣロシス

ティクスは、同業務を日

本通運に委託、日本通運

はこれを地元企業の人吉

急便に委託していました。

つまり、ＮＥＣＳＫＹか

ら３段階の多重請負構造

となっていました。

労働者たちは錦工場内で、ＮＥＣＳＫＹのバッチを付け、ＮＥＣＳＫ

Ｙの業務指示書に従って、仕事をしていました。実質的な指揮命令が、

ＮＥＣＳＫＹによって行われていたことは明らかでした。これは、請負

契約をしながら、実態としては派遣労働者のように扱っているものです

ので、労働者派遣法４０条への違反が疑われます。

また、こうした多重請負によって、人吉急便からＮＥＣＳＫＹへ労働

者を供給していた事実は、職業安定法の４４条に対する違反でもありま

す。とりわけ中間に入った日本通運は、単に中間マージンを得ているだ

け（ピンはね）であったことも判明しました。中間搾取は、労働基準法

６条に対する違反です。

熊本労働局は、こうした職業安定法４４条や、労働基準法６条などに

対する違反を認定し、是正を求めています。会社は、過去の株主総会に

おいて、「リスクがあれば対応したい」旨を回答しており、話し合いに

よる早急な解決が求められます。

（本事件の詳細は「偽装請負・非正規労働 熊本・ＮＥＣ重層偽装請負裁判は問いかける」を参照↑）


